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平成２９年４月２７日判決言渡 

平成２８年（ネ）第１０１０７号 不正競争行為差止，プログラム著作権確認各請

求控訴事件 

（原審・東京地方裁判所平成２８年（ワ）第３６０号，第２９４３号（以下「第１

事件」という。），同第４９６１号（以下「第２事件」という。）） 

口頭弁論終結日 平成２９年２月２１日 

判 決 

 

控 訴 人 （ 一 審 原 告）    ソフトウェア部品株式会社 

 

 

  控訴人（第１事件参加人・第２事件原告）   

                 株 式 会 社 ビ ー エ ス エ ス 

   

 

  控訴人（第１事件参加人・第２事件原告） 

      ソフトウエア部品開発株式会社 

   

 

  控訴人（第１事件参加人・第２事件原告） 

            Ｘ₁ 

 

  控訴人（第１事件参加人・第２事件原告） 

            Ｘ₂ 

 

被控訴人（一審被告）    日 本 電 子 計 算 株 式 会 社 
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訴 訟 代 理 人 弁 護 士    難 波 修 一 

               三 谷 革 司 

               和 氣  礎 

主 文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

 １ 原判決を取り消す。 

２(1) 被控訴人は，ＪＩＰＲＯＳ（以下「被控訴人製品」という。）を販売して

はならない。 

(2) 被控訴人は，被控訴人製品及びカタログ類を全て廃棄せよ。 

(3) 被控訴人は，被控訴人のホームページ上及びインターネットを利用した

広告媒体上から被控訴人製品に関係する掲載情報を全て削除せよ。 

(4) 被控訴人は，被控訴人製品のファイルを含むプログラム（オブジェクトコ

ード及びソースコード）及び別紙ＢＳＳ―ＰＡＣＫ中核部（ミドルソフト）営業秘

密部プログラム目録記載のプログラム（オブジェクトコード及びソースコード）を

これらが保存されている記録媒体を含むコンピュータから全て削除せよ。 

３ 別紙プログラム目録記載１から３までの各プログラムの著作権は，控訴人ら

が保有することを確認する。 

第２ 事案の概要（以下，用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほ

か，原判決に従い，原判決で付された略称に「原告」とあるのを「控訴人」に，「被

告」とあるのを「被控訴人」に，適宜読み替える。） 

 １ 事案の要旨 

 第１事件は，控訴人（一審原告）ソフトウェア部品株式会社（以下「控訴人ソフ
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トウェア部品社」という。）が，被控訴人（一審被告）に対し，別紙ＢＳＳ―ＰＡＣ

Ｋ中核部（ミドルソフト）営業秘密部プログラム目録記載のプログラム（オブジェ

クトコード及びソースコード。以下「本件営業秘密部プログラム」という。）が，控

訴人ソフトウェア部品社の営業秘密に当たるところ，被控訴人がこれを取得して使

用し，被控訴人製品を製造して販売したことが不正競争防止法２条１項４号，５号

及び１０号に該当すると主張して，不正競争防止法３条１項に基づき，被控訴人製

品の販売の差止を求めるとともに，同条２項に基づき，被控訴人製品の廃棄等を求

める事案である。控訴人（第１事件参加人・第２事件原告）株式会社ビーエスエス

（以下「控訴人ビーエスエス社」という。），同ソフトウエア部品開発株式会社（以

下「控訴人ソフトウエア部品開発社」という。），同Ｘ₁（以下「控訴人Ｘ₁」という。）

及び同Ｘ₂（以下「控訴人Ｘ₂」という。）は，いずれも，控訴人ソフトウェア部品社

から，本件営業秘密部プログラムの持分の譲渡を受け，控訴人ソフトウェア部品社

と，本件営業秘密部プログラムを共有するに至ったと主張して，承継参加を申し出

て，前記の控訴人ソフトウェア部品社の各請求と同じ各請求をしている。 

第２事件は，控訴人らが，被控訴人に対し，別紙プログラム目録記載１～３の各

プログラム（以下「本件先行ソフトウェア部品プログラム」という。）について，原

著作権又は二次的著作権を有すると主張して，本件先行ソフトウェア部品プログラ

ムの著作権を有することの確認を求める事案である。 

原判決は，控訴人ビーエスエス社が本件営業秘密部プログラムについての営業秘

密や本件先行ソフトウェア部品プログラムについての著作権を有していたとしても，

これらは株式会社サンライズ・テクノロジー（以下「サンライズ社」という。）に譲

渡されており，控訴人らが現時点でこれらを有するということはできないとして，

控訴人らの第１事件及び第２事件に係る各請求をいずれも棄却したため，控訴人ら

は，これを不服として本件控訴を提起した。 

 ２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨に

より認定できる事実） 
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以下のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の２（３頁１８行

目～６頁１行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。 

(1) 原判決３頁２３行目及び２５行目の各「である」を「である（甲１，３，

４）」とそれぞれ改める。 

(2) 原判決４頁２６行目の「乙１」を「甲１９の１・２，乙１の１～５」と改

める。 

(3) 原判決５頁２４行目の「乙１」を「甲１９の１・２，乙１の１～５」と改

める。 

３ 争点及びこれに関する当事者の主張 

争点及びこれに関する当事者の主張は，次のとおり，当審における主張を追加す

るほかは，原判決「事実及び理由」の第２の３（６頁２行目～８頁１３行目）に記

載のとおりであるから，これを引用する。 

ただし，原判決６頁２１行目の「本件営業秘密部プログラムは」の後に「，それ

が営業秘密に該当するか否かにかかわらず，」を加え，７頁１行目～２行目の「エス

クロウ目的のためと」を「エスクロウエージェントにソフトウェアのソースコード

（写し）を預託することでエンドユーザーにおける当該ソフトウェアの安定的な使

用の確保を目的とした制度である，エスクロウのためと」に改め，同頁４行目の「取

得し，」の後に「平成１９年１０月には，」を加え，同頁６行目の「に当たる。」の後

に「この不正な状態は現在も続いており，これを是正するために，その販売の差止

めが必要である。」を加え，同頁８行目の「被告は，」の後に「平成２１年５月２２

日，株式会社フロンテック（以下「フロンテック」という。）から，」を加え，同頁

９行目の「適法に譲り受けたのであり」を「，フロンテックが譲渡対象プログラム

等に係る著作権を適法に保有していることを前提として，譲り受けたのであるから」

に改め，同頁１８行目～１９行目の「そして，原告らは・・・合意をした」を「こ

れらは，控訴人ビーエスエス社が平成１８年１２月１５日に事業を休止したことか

ら，控訴人ソフトウエア部品開発社に譲渡され，同社が平成２１年８月に事業を休
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止したことから，控訴人ソフトウェア部品社に譲渡され，控訴人らは，平成２８年

１月１８日付けで，これらの本件各著作権を共有する旨の合意をした（丙１）」と改

め，８頁１行目の「争うので」を「争い，控訴人ソフトウェア部品社は，別件判決

の理由中の判断で本件先行ソフトウェア部品プログラムの著作権の移転があったと

の判断がされた（甲２７）ため，当該製品の販売を停止しているところ，早期に事

業を再開するため，本件各著作権の確認が必要であるから」に，同頁８行目～９行

目の「原告らに留保されていたものと推定される」を「控訴人ビーエスエス社に留

保されていた」にそれぞれ改める。 

（当審における当事者の主張） 

１ 控訴人ら 

  (1) 本件譲渡契約は，次のとおり，民法９０条により，無効である。 

ア(ｱ) 旧ＢＳＳ－ＰＡＣＫの全プログラムとその著作権及びソースコード

は，本件譲渡契約時，控訴人Ｘ₁が保有していたのであり，また，その他にＢＳＳ－

ＰＡＣＫに関する知的財産権で控訴人Ｘ₁が保有していたものがあった。本件譲渡

契約は，控訴人ビーエスエス社が保有しない他人（控訴人Ｘ₁）が保有する権利をも

その対象とすることとなり，民法９０条により無効である。 

    (ｲ) 控訴人ビーエスエス社には，契約時現在保有していないプログラム

とその権利を当該他人から譲り受けてまでもこれを譲渡する義務はない。 

イ 本件譲渡契約の対価である１１億５０００万円は，①開発原価（約２４

億円）に及ばないこと，②平成１８年３月のＢＳＳ－ＰＡＣＫ製品全体での現在価

値（著作権保護期間の残存期間の販売見込総額に複利現価を乗じて算出。ただし，

本件営業秘密部プログラムは営業秘密である限り年数の限度はない。）は，５０年後

までを算定すると約４１兆円，４０年後までとしても約２２兆円であること，③著

作者人格権の不行使までもサンライズ社に約していること，④その対価が相殺契約

により支払われていないこと（控訴人ビーエスエス社がサンライズ社から本件合意

に基づく支援金として現金として支払を受けた 1 億８千万円弱が，実質的に対価と
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いうこともできる。），⑤原判決は，登録，非登録にかかわらず一切のプログラムに

ついて著作権法２７条，２８条の権利が含まれるとしたことにより，妥当性はなく，

本件譲渡契約は，暴利行為であるから，民法９０条により無効である。 

ウ サンライズ社と控訴人ビーエスエス社との間の事業継続支援の合意の最

終契約として本件譲渡契約があるとすれば，サンライズ社による控訴人ビーエスエ

ス社及びこれを承継した控訴人ソフトウエア部品開発社への支援に期限はないから，

本件譲渡契約の履行が完了しても，サンライズ社は，協業と支援を継続する義務が

あった。それにもかかわらず，サンライズ社は，支援を打ち切った。 

サンライズ社は，資金窮乏の状態にあった控訴人ビーエスエス社から一切のＢＳ

Ｓ－ＰＡＣＫプログラムとその権利を取得するために，まずサンライズ社との協業

発展を持ち掛け，そのために支援をするとし，この支援が長期間継続するかに見せ

掛けて，控訴人Ｘ₁を欺罔し，協業体制とその支援が継続するとの錯誤に陥れて，本

件登録プログラムの著作権とそのソースコード及び本件営業秘密部プログラムのソ

ースコードを詐取した。 

サンライズ社がＢＳＳ－ＰＡＣＫに関する一切の権利を保有する状態に置き続け

ることを容認することは，正義の観念に反するから，本件譲渡契約は，民法９０条

により無効である。 

  エ 平成７年頃には日本ＩＢＭ社と控訴人ビーエスエス社は独占契約を締結

したが，これ以後，平成８年の日本開発銀行等との譲渡担保権設定契約のほか，現

在に至るまでの違法な行為により，控訴人らの権利が侵害され続けている（憲法２

９条，民法３４条）。 

個々の契約は，一見それ自体有効に成立している外観を持ってはいるが，事件全

体を貫くものは，独占禁止法違反（日本ＩＢＭ社の優越的地位による独占納入義務

の強要），暴利行為（譲渡担保権設定契約で譲担保権者による貸付額と利息を超えた

資金回収），有印私文書偽造（控訴人Ｘ₁所有物を含めて控訴人ビーエスエス社保有

の資産一切を譲渡するとの文書と代表者実印の偽造）とその行使，著作権侵害（控
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訴人ビーエスエス社が許諾をしていないユーザー等によるＢＳＳ－ＰＡＣＫの使用，

改変，不正販売等），不正競争行為（ＢＳＳ－ＰＡＣＫ営業秘密部プログラムの不正

取得，営業秘密侵害行為）などの違法行為である。 

サンライズ社を使って，最終目的である控訴人ビーエスエス社創作の資産一切を

取得し，永久に横領を継続する計画であった。資産一切を取得した後は，控訴人ビ

ーエスエス社らの権利主張を封じる必要があることから，控訴人ビーエスエス社ら

を破産に至らしめ，本件登録プログラムの著作権登録を抹消して，旧ＢＳＳ－ＰＡ

ＣＫを含むＢＳＳ－ＰＡＣＫが控訴人ビーエスエス社により創作された事実を抹消

する必要があり，これを実現させる計画であった。 

本件譲渡契約は，この違法な目的を達成させるために違法な契約締結を積み重ね

る過程でのその一段階であり，事件全体の違法性という観点から，民法９０条によ

り無効である。 

  (2)ア 被控訴人は善意の第三者であるとの主張に対して 

被控訴人は，前記(1)エの首謀者であるから，善意の第三者ではない。また，仮に，

被控訴人が善意の第三者であったとしても，被控訴人は，非登録プログラム著作物

に関して，その唯一のソースコードである創作したソースコードそのもの（通常，

その開発環境とともにハードウェアにある，以下「創作ソースコード」という。）と

その他これに関連する一切の著作物等（以下この二つを指す場合には「創作ソース

コード等」という。）の引渡しを受けて保有をしなければ，現在の保有者である控訴

人らにその権利保有を対抗することはできない。 

控訴人ビーエスエス社は，本件登録プログラムの以外の非登録プログラムの創作

ソースコード等をサンライズ社に引き渡しておらず，創作ソースコードは，その開

発環境とともにこれを格納するハードウェアごと，これに関連するユーザーズマニ

ュアル等ほか一切の著作物等とともに，平成１８年１２月１６日にすべて控訴人ソ

フトウエア部品開発社が保有した。その後，平成２０年４月１日には控訴人ソフト

ウェア部品社が保有し，これを控訴人ソフトウエア部品開発社に貸与等した。その
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後，平成２１年８月，控訴人ソフトウエア部品開発社の休業により，控訴人ソフト

ウェア部品社が事業を承継した。創作ソースコードの著作権は，平成２８年１月，

控訴人らが共有し，管理は共有者の一人である控訴人ソフトウェア部品社が行って

いる。 

イ 控訴人ビーエスエス社は法定追認したとの主張に対して 

控訴人ビーエスエス社は，平成１９年３月，本件登録プログラム代が未払である

ことから，サンライズ社に対して，この代金を請求したところ，この訴訟は請求棄

却となり，その結果，代金の支払はなく，法定追認と本件譲渡契約の有効性及びサ

ンライズ社が本件登録プログラムの著作権者であることが確定することになった

（東京地判平成２０年７月２９日，以下「平成２０年判決」という。）が，サンライ

ズ社は，控訴人ソフトウエア部品開発社を資金窮乏状態にして，控訴人ビーエスエ

ス社が必ず請求するように仕向け，敗訴させたものである。サンライズ社が行った

詐欺行為（民法９６条１項）は，その法定追認（民法１２５条２号）により，本件

譲渡契約を解除させないようにするためであった。 

２ 被控訴人 

  (1) そもそも，旧ＢＳＳ－ＰＡＣＫが存在し，それに関する権利を控訴人Ｘ₁

が保有していたか否かも不明であるが，仮に控訴人Ｘ₁が当時そのような権利を保

有しており，それが本件譲渡契約の目的物に含まれるとしても，控訴人ビーエスエ

ス社が控訴人Ｘ₁から譲渡を受けた上で本件譲渡契約の譲受人に引き渡す義務を負

うことになるだけであって，本件譲渡契約の効力には影響しない。 

(2) 本件譲渡契約締結当時，ＢＳＳ－ＰＡＣＫには十分な売上げがなかった

のであり，このようなソフトウェアの対価として１１億５０００万円という金額が

不当に安価とは考えられない。 

(3) 被控訴人は，本件譲渡契約等の締結経緯を知らないが，控訴人らの主張を

前提としても，サンライズ社は，本件譲渡契約締結後半年間の支援を行っており，

サンライズ社による欺罔行為があったとは考え難い。 
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仮にサンライズ社による欺罔行為があったと仮定しても，問題になるのは詐欺取

消し（民法９６条１項）であり，本件譲渡契約が民法９０条により無効となること

はない。 

控訴人ビーエスエス社は，平成２０年に，控訴人らが主張する「事業継続支援の

不当な打ち切り」を認識した上で，本件譲渡契約の譲渡対価をサンライズ社に請求

しており（平成２０年判決），履行の請求（民法１２５条２号）により，取消権を喪

失しているし，善意の第三者である被控訴人に対し，取消しを対抗することができ

ない（民法９６条３項）。 

(4) 違法な目的を達成させるための過程の一段階であるとの控訴人らの主張

は憶測にすぎず，事実と異なる。 

 そもそも，「事件全体の違法性」から個別契約が民法９０条で無効となるようなこ

とはなく，失当である。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 当裁判所は，当審における主張及び立証を踏まえても，控訴人らが，本件営

業秘密部プログラムについての営業秘密や本件先行ソフトウェアプログラムについ

ての本件各著作権を有するということはできないものと判断した原判決は，相当で

あると判断する。 

その理由は，次のとおりである。 

(1) 前記前提事実，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によると，次の事実が認めら

れる。 

ア(ｱ) 本件登録プログラムのうち，ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュ

ークリエイト）及びＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）につき，平成８年３月

２９日，控訴人ビーエスエス社から日本開発銀行及び株式会社住友銀行に対する平

成８年１月３１日譲渡担保権設定契約に基づく著作権（著作権法２７条及び２８条

に規定する権利を含む。）の譲渡の登録がされた（甲１９の１，乙１の１・２）。 

(ｲ) 本件登録プログラムのうち，ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュ
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ークリエイト）及びＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）につき，平成９年８月

７日，日本開発銀行及び株式会社住友銀行から控訴人ビーエスエス社に対する平成

９年３月１７日著作権（著作権法２７条及び２８条に規定する権利を含む。）の譲渡

の登録がされるとともに，控訴人ビーエスエス社から日本開発銀行，株式会社住友

銀行，株式会社三和銀行及び株式会社東京三菱銀行に対する平成９年３月１７日譲

渡担保権設定契約に基づく著作権（著作権法２７条及び２８条に規定する権利を含

む。）の譲渡の登録がされた（甲１９の１，乙１の１・２）。 

(ｳ) 本件登録プログラムのうち，部品マイスターにつき，平成１１年１月

１２日，控訴人ビーエスエス社からインターナショナル・システム・サービス株式

会社，株式会社富士銀行，株式会社あさひ銀行，株式会社東海銀行，株式会社群馬

銀行，東洋信託銀行株式会社，更生会社株式会社日本リース管財人に対する平成１

０年３月３１日譲渡担保権設定契約に基づく著作権（著作権法２７条及び２８条に

規定する権利を含む。）の譲渡の登録がされた（乙１の４）。 

(ｴ) 本件登録プログラムのうち，部品ビューにつき，平成１１年７月２８

日，控訴人ビーエスエス社から日本開発銀行及びインターナショナル・システム・

サービス株式会社に対する平成１１年７月１２日譲渡担保権設定契約に基づく著作

権（著作権法２７条及び２８条に規定する権利を含む。）の譲渡の登録がされた（乙

１の５）。 

(ｵ) 本件登録プログラムのうち，ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュ

ークリエイト）及びＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）につき，平成１３年４

月２７日，日本政策投資銀行，株式会社住友銀行，株式会社三和銀行及び株式会社

東京三菱銀行から控訴人ビーエスエス社に対する平成１３年３月３０日著作権（著

作権法２７条及び２８条に規定する権利を含む。）の譲渡の登録がされるとともに，

本件登録プログラムのうち，前記各プログラムのほか，ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー

（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）につき，控訴人ビーエスエス社から日本政策投資銀行，

株式会社住友銀行，株式会社三和銀行，株式会社東京三菱銀行及びインターナショ
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ナル・システム・サービス株式会社に対する平成１３年３月３０日譲渡担保権設定

契約に基づく著作権（著作権法２７条及び２８条に規定する権利を含む。）の譲渡の

登録がされた（甲１９の１・２，乙１の１～３）。 

(ｶ) 本件登録プログラムのうち，ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュ

ークリエイト），ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）及びＢＳＳ－ＰＡＣＫサー

バー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）につき，平成１４年１１月１５日，株式会社三和銀

行が商号変更した株式会社ユーエフジェイ銀行及び株式会社東京三菱銀行の日本政

策投資銀行，株式会社住友銀行が商号変更した株式会社三井住友銀行及びインター

ナショナル・システム・サービス社に対する平成１４年９月３０日著作権（著作権

法２７条及び２８条に規定する権利を含む。）の持分の譲渡があった（持分は，日本

政策投資銀行４９４０８５２２９分の２００００００００，株式会社三井住友銀行

４９４０８５２２９分の１０８６００４８７，インターナショナル・システム・サ

ービス社４９４０８５２２９分の１８５４８４７４２）との著作権の持分の譲渡の

登録がされた（甲１９の１・２，乙１の１～３）。 

(ｷ)  本件登録プログラムのうち，ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニ

ュークリエイト），ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）及びＢＳＳ－ＰＡＣＫサ

ーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）につき，平成１５年３月１４日，日本政策投資銀

行及び株式会社三井住友銀行のインターナショナル・システム・サービス株式会社

に対する平成１５年２月１０日著作権（著作権法２７条及び２８条に規定する権利

を含む。）の持分全ての譲渡があり当該著作権はインターナショナル・システム・サ

ービス株式会社が単独で保有することになったとの著作権の持分の譲渡の登録がさ

れた（甲１９の１・２，乙１の１～３）。 

また，本件登録プログラムのうち，部品ビューにつき，平成１５年３月１４日，

日本政策投資銀行のインターナショナル・システム・サービス株式会社に対する平

成１５年２月１０日著作権（著作権法２７条及び２８条に規定する権利を含む。）の

持分全ての譲渡があり当該著作権はインターナショナル・システム・サービス株式
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会社が単独で保有することになったとの著作権の持分の譲渡の登録がされた（乙１

の５）。 

(ｸ)  本件登録プログラムのうち，ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニ

ュークリエイト），ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ），ＢＳＳ－ＰＡＣＫサー

バー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）及び部品ビューにつき，平成１８年４月１１日，イ

ンターナショナル・システム・サービス株式会社から控訴人ビーエスエス社に対す

る平成１８年２月１日著作権（著作権法２７条及び２８条に規定する権利を含む。）

の譲渡の登録がされた（甲１９の１・２，乙１の１～３，５）。 

(ｹ) 本件登録プログラムのうち，ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュ

ークリエイト），ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ）及びＢＳＳ－ＰＡＣＫサー

バー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版）及び部品ビューにつき，平成１８年４月１７日，控

訴人ビーエスエス社からサンライズ社に対する平成１８年４月７日著作権（著作権

法２７条及び２８条に規定する権利を含む。）の譲渡の登録がされた（甲１９の１・

２，乙１の１～３，５）。 

(ｺ) 本件登録プログラムのうち，部品マイスターにつき，平成１８年１０

月４日，インターナショナル・システム・サービス株式会社，グローバル債権回収

株式会社及び株式会社山田債権回収管理総合事務所から控訴人ビーエスエス社に対

する平成１８年９月２７日著作権（著作権法２７条及び２８条に規定する権利を含

む。）の譲渡の登録がされるとともに，控訴人ビーエスエス社からサンライズ社に対

する平成１８年９月２７日著作権（著作権法２７条及び２８条に規定する権利を含

む。）の譲渡の登録がされた（乙１の４）。 

(ｻ) 本件登録プログラムにつき，平成１９年１０月３日，サンライズ社か

らフロンテックに対する平成１９年９月１９日著作権（著作権法２７条及び２８条

に規定する権利を含む。）の譲渡の登録がされた（甲１９の１・２，乙１の１～５）。 

(ｼ) 本件登録プログラムにつき，平成２１年６月８日，フロンテックから

被控訴人に対する平成２１年５月２２日著作権（著作権法２７条及び２８条に規定
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する権利を含む。）の譲渡の登録がされた（甲１９の１・２，乙１の１～５）。 

   イ 控訴人ビーエスエス社とサンライズ社は，平成１８年３月２８日，本件

合意書（甲４４，乙３。以下「本件合意書」という。））記載のとおりの次の内容の

本件合意をした。 

「第１条（ソフトウェアの譲渡の合意） 

１ 乙（判決注：控訴人ビーエスエス社。以下同じ。）は甲（判決注：サンライズ

社。以下同じ。）に対し，乙の所有する下記記載のプログラムその他の著作物（文書，

図面，磁気テープ・ディスクその他の媒体物を含む。）及び当該各著作物に関する著

作権その他一切の知的財産権（以下，「本件ソフトウェア」という。）の所有権を以

下の条件で移転し，かつ当該各著作物を引き渡すことに合意する。なお，本件ソフ

トウェアの譲渡にあたっては，甲及び乙は，より詳細な条件を定めた最終契約書（以

下，「本件最終契約書」という。）を別途締結するものとする。 

記 

(1) 登録済プログラム著作物 

（判決注：本件合意書記載の表示番号，著作物の題号のみを記載し，登録年月日及

び枠線の記載は省略する。） 

① Ｐ第４５７４号 ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト） 

② Ｐ第４７２４号 ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ） 

③ Ｐ第５３６３号 ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版） 

④ Ｐ第６３３９号 部品ビュー 

⑤ Ｐ第５８１４号 部品マイスター 

（登録先：財団法人ソフトウェア情報センター） 

  (2) 非登録プログラム著作物 

上記(1)の著作物のバージョンアップ等改良後のプログラム著作物，その他関連

する一切のプログラム著作物 

(3) 上記(1)及び(2)のプログラムの関連著作物 
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ユーザーズガイド一式及び環境開発マニュアル一式に係る著作物 

２ 乙は，本件最終契約書締結日に，本件ソフトウェアについて，担保権その他

本件ソフトウェアを制限する一切の権利を抹消し，何等制限のない状態で甲に引渡

す。但し，前記(1)⑤及びそれに関る前項(2)(3)のプログラムその他の著作権に対し

て乙が第三者のために設定している譲渡担保権については，乙は，甲乙間で別途定

める期日までに当該譲渡担保権の抹消を行うものとする。 

３ 乙は，本条第１項(1)に関する著作権については，本件最終契約書締結後すみ

やかに移転登録手続きを行い，登録の完了を証する書類を甲に提出するものとする。

但し，本条第１項(1)⑤に関する著作権については，乙は，甲乙間で別途定める期日

までに移転登録手続きを完了させるものとする。なお，当該移転登録手続きに要す

る一切の費用は乙の負担とする。 

４ 本件ソフトウェアの譲渡価額は金１，１５０，０００，０００円（消費税別）

とする。 

５ 甲は乙に対し，前項の譲渡代金を本条第３項の移転登録手続き完了後６ヶ月

以内に，乙の指定する銀行口座に振込みにより支払うものとする。 

６ 乙は甲に対し，本件最終契約書締結日以降，本件ソフトウェアについて著作

者人格権を一切行使しないものとする。 

第２条（事業継続支援に関する合意） 

甲は，甲の指定する会社に乙の従業員を全員移籍させ継続的に雇用を確保すると

ともに，当該会社に対し本件ソフトウェアに関わる開発を委託するものとし，当該

会社が継続的に事業を行える様に支援を行うことに合意する。 

第３条（解除） 

 甲及び乙は，次の各号の場合，相手方に対して書面にて通知することにより本合

意書を解除することができる。但し，本条の解除権の行使は損害賠償の請求を妨げ

ない。 

① 相手方が本合意書を履行しなかった場合 
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② 乙の表明及び保証に虚偽があることが判明した場合（以下略）」 

   ウ 控訴人ビーエスエス社とサンライズ社は，平成１８年３月３０日付け「ソ

フトウェア譲渡契約書」（甲２０。以下「本件譲渡契約書」という。）記載のとおり

の次の内容の本件譲渡契約を締結した。 

「株式会社ビーエスエス（以下，「甲」という。）と，株式会社サンライズ・テクノ

ロジー（以下，「乙」という。）とは，甲が乙に対し甲の所有するソフトウェアを譲

渡することに合意したので，ここにソフトウェア譲渡契約書を締結する。 

第１条（ソフトウェアの譲渡） 

１ 甲は乙に対し，平成１８年４月末日までに，甲の所有する下記記載のプログ

ラムその他の著作物（文書，図面，磁気テープ・ディスクその他の媒体物を含む。）

及び当該各著作物に関する著作権その他一切の知的財産権（以下，「本件ソフトウェ

ア」という。）の所有権を移転し，かつ当該各著作物を引き渡す。 

記 

(1) 登録済プログラム著作物 

（判決注：本件譲渡契約書記載の表示番号，著作物の題号のみを記載し，登録年月

日及び枠線の記載は省略する。） 

① Ｐ第４５７４号 ＢＳＳ－ＰＡＣＫクライアント（メニュークリエイト） 

② Ｐ第４７２４号 ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＵＮＩＸ） 

③ Ｐ第５３６３号 ＢＳＳ－ＰＡＣＫサーバー（ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ版） 

④ Ｐ第６３３９号 部品ビュー 

⑤ Ｐ第５８１４号 部品マイスター 

（登録先：財団法人ソフトウェア情報センター） 

  (2) 非登録プログラム著作物 

上記(1)の著作物のバージョンアップ等改良後のプログラム著作物，その他関連

する一切のプログラム著作物 

(3) 上記(1)及び(2)のプログラムの関連著作物 
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ユーザーズガイド一式及び環境開発マニュアル一式に係る著作物 

２ 甲は，本件ソフトウェアについて，担保権その他本件ソフトウェアを制限す

る一切の権利を抹消し，何等制限のない状態で乙に引渡す。但し，前記(1)⑤及びそ

れに関わる前項(2)(3)のプログラムその他の著作権に対して甲が第三者のために設

定している譲渡担保権については，甲は平成１８年６月３０日までに当該譲渡担保

権の抹消を行うものとする。 

３ 甲は，本条第１項(1)に関する著作権については，本契約書締結後すみやかに

移転登録手続きを行い，登録の完了を証する書類を乙に提出するものとする。但し，

本条第１項(1)⑤に関する著作権については，甲は平成１８年６月３０日までに移

転登録手続きを完了させるものとする。なお，当該移転登録手続きに要する一切の

費用は甲の負担とする。 

第２条（譲渡価額及び支払方法） 

１ 本件ソフトウェアの譲渡価額は金１，１５０，０００，０００円（消費税別）

とする。 

２ 乙は甲に対し，前項の譲渡代金を第１条第３項の移転登録手続き完了後６ヶ

月以内に，甲の指定する銀行口座に振込みにより支払うものとする。 

第３条（表明保証） 

甲は乙に対し，次の各号について表明し，保証する。 

① 本契約書締結日において，本件ソフトウェア（第１条第１項(1)⑤及びそれに

関わる同条同項(2)(3)のプログラムその他著作物に関する著作権を除く。）につい

て，担保権者等として権利を主張する第三者が存在しないこと。 

② 本件著作物が第三者の著作権その他の権利を侵害していないこと。 

第４条（著作者人格権） 

甲は乙に対し，本件ソフトウェアについて著作者人格権を一切行使しないものと

する。 

第５条（解除） 
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 甲及び乙は，次の各号の場合，相手方に対して書面にて通知することにより本契

約を解除することができる。但し，本条の解除権の行使は損害賠償の請求を妨げな

い。 

① 相手方が本契約を履行しなかった場合 

② 甲の表明及び保証に虚偽があることが判明した場合（以下略）」 

(2) 控訴人らの主張するところによっても，平成９年以後，控訴人ビーエスエ

ス社は，資金逼迫状態が続いていたというのであり（原審原告準備書面（２）１４

頁），前記認定事実，証拠（甲５０の１・２）及び弁論の全趣旨によると，控訴人ビ

ービーエス社は，前記(1)アの登録のとおりの各契約を，各契約の相手方と締結した

ことが認められる。 

 前記認定事実，証拠（甲５０の１・２，乙２）及び弁論の全趣旨によると，①控

訴人ビーエスエス社は，平成９年頃以降，本件登録プログラムに譲渡担保権を設定

して多数の金融機関から融資を受けていたが，インターナショナル・システム・サ

ービス株式会社からも融資を受けるようになり，平成１５年には，部品マイスター

を除く本件登録プログラムの著作権は，インターナショナル・システム・サービス

株式会社が単独で保有するに至っていたこと，②控訴人ビーエスエス社は，平成１

８年３月頃までに，インターナショナル・システム・サービス株式会社に替えて，

サンライズ社から資金援助を受けることとし，そのために，控訴人ビーエスエス社

は，部品マイスターを除く本件登録プログラムの著作権のインターナショナル・シ

ステム・サービス株式会社から取得した上，これをサンライズ社に譲渡し，その旨

の登録をするとともに，本件登録プログラムのうち，部品マイスターの著作権につ

いては，譲渡担保権者と交渉の上，譲渡権設定契約の解除を受けて，これをサンラ

イズ社に譲渡し，その旨の登録をすることになったこと，③控訴人ビーエスエス社

とサンライズ社は，平成１８年３月２８日，控訴人ビーエスエス社が，サンライズ

社が指定する会社（以下「指定会社」という。）に控訴人ビーエスエス社の全従業員

を移籍させ，サンライズ社は，控訴人ビーエスエス社から譲渡を受けるプログラム
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に関わる開発を，指定会社に委託し，指定会社が継続的に事業を行えるように支援

することになったこと，④平成１８年３月２８日までには，譲渡対象のプログラム

とその対価は合意されていたが，契約の履行期限は定まっておらず，その日時が定

まった段階で，最終的な譲渡契約書を作成して譲渡契約を締結することとされたこ

と，⑤これを受けて，平成１８年３月３０日付けで本件譲渡契約書が作成され，本

件譲渡契約が締結されたことが認められる。 

以上に，前記前提事実及び弁論の全趣旨を総合すると，控訴人ビーエスエス社と

サンライズ社は，控訴人ビーエスエス社のＢＳＳ－ＰＡＣＫに係る全事業を全従業

員ごと指定会社に移転させ，その事業に係るプログラムについての全ての権利をサ

ンライズ社に譲渡し，サンライズ社が前記権利から利益を得るとともに，サンライ

ズ社が，本件譲渡契約の対価を控訴人ビーエスエス社に支払い，指定会社が当該事

業を継続的に行えるように支援をすることを約したものということができる。 

そうすると，本件譲渡契約において，本件営業秘密部プログラム及び本件先行ソ

フトウェア部品プログラムを含むＢＳＳ－ＰＡＣＫに係るプログラムについての全

ての権利が，登録の有無を問わず，著作権法２７条及び２８条に規定する権利を含

めて，譲渡の対象とされたものと認められる。 

以上によると，本件営業秘密部プログラムについての営業秘密や本件先行ソフト

ウェア部品プログラムについての本件各著作権を，現時点において控訴人らが有す

るということはできない。 

(3)ア 控訴人らは，控訴人ビーエスエス社とサンライズ社との間で，本件営業

秘密部プログラムが控訴人ビーエスエス社に留保されていたことを前提とする「第

二の契約」の締結が予定されていたことからして，本件営業秘密部プログラムは本

件譲渡契約の対象となっていなかった旨主張し，控訴人Ｘ₁及び同Ｘ₂の各供述（甲

１０，３１，４８，５４）中には，これに沿う部分がある。 

しかしながら，控訴人らは，その主張する「第二の契約」の内容につき，在庫と

して一定量のハードロックを仕入れること等を内容としたものである（原審原告準
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備書面(2)１４頁)，本件営業秘密部プログラムが控訴人ビーエスエス社に留保され

ていることを前提としたソフトロック，ハードロックの控訴人ビーエスエス社又は

その事業承継者からの仕入れを主な内容とするものである（原審原告準備書面(4)

１４頁）などと主張するのみで，その具体的内容を特定する主張をしない。また，

控訴人らが，サンライズ社が本件営業秘密部プログラムが作動するハードロックを

控訴人ビーエスエス社に発注する意思があり，サンライズ社が，本件営業秘密部プ

ログラムの譲渡を受けていないことを認めていることを証明する証拠として提出し

た「株式会社ビーエスエス Ｘ₁」名義の平成１８年１０月２７日付けメール（甲４

３）には，控訴人ビーエスエス社が「先日のミーティングの中にて，ご提案をいた

だきました LOCKの在庫方式へのスキームの変更に関して，検討を致しました。ビジ

ネスの本格スタートに当たり，御社とソフトウエア部品開発との関係を明確化する

ことは，極めて重要であると考えます。そこで，「業務協力契約」の締結をご検討

いただきたく，素案を作成しましたので，添付いたします。」，「また，現在の御

社からの借入金と LOCK との相殺ですが，ご注文後，約２週間にて納品することが可

能です。以上よろしくご検討くださいますようお願い申し上げます。」などと記載

されているところ，添付されていたはずの「素案」は提出されておらず，このメー

ルによって，控訴人らが主張するところの「第二の契約」の具体的内容は明らかに

ならない。 

また，前記認定事実（(1)イ及びウ）及び弁論の全趣旨によると，本件合意では「よ

り詳細な条件を定めた最終契約書を別途締結するものとする」とされていたところ，

本件合意書作成段階で，譲渡対象や対価等，本件譲渡契約の内容の主要な点は合意

されていたが，履行期限が決まっておらず，本件譲渡契約書作成段階で決まってい

たこと，本件譲渡契約書では，本件合意書には記載がなかった，虚偽があることが

判明した場合に，解除権の行使が可能とされている控訴人ビーエスエス社のサンラ

イズ社に対する表明及び保証の内容として，譲渡対象のプログラムにつき，部品マ

イスターとそれに関わるプログラムその他著作物に関する著作権を除き，担保権者
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等として権利を主張する第三者が存在せず，譲渡対象のプログラムが第三者の著作

権その他の権利を侵害していないことが付加されたこと，本件譲渡契約書の文言は，

本件合意書と同旨の内容を記載した部分は，「甲」と「乙」を入れ替えた以外，同

文の部分が多いが，本件合意書第１条第１項の「なお，本件ソフトウェアの譲渡に

あたっては，甲及び乙は，より詳細な条件を定めた最終契約書（以下「本件最終契

約書」という。）を別途締結するものとする。」との記載，第１条第２項の「本件

最終契約書締結日に」との記載は，本件譲渡契約書にはなく，本件合意書第１条２

項及び第３項の「甲乙間で別途定める期日」は，本件譲渡契約書では「平成１８年

６月３０日」となり，本件合意書第１条第３項の「本件最終契約書締結後」は，本

件譲渡契約書では「本契約書締結後」になっているのであって，その記載内容から

して，サンライズ社と控訴人ビーエスエス社は，本件合意書記載の「最終契約書」

として，本件譲渡契約書を作成して本件譲渡契約を締結したものと認められる。本

件合意書の作成日付は平成１８年３月２８日で，本件譲渡契約書の作成日付がその

後であることも，前記認定と整合する（控訴人らは，本件合意及び本件譲渡契約が

いずれも平成１８年４月４日に締結された旨主張する（原審原告準備書面(4)１１

頁）が，前記認定の本件合意書及び本件譲渡契約書の各記載内容は，同じ日に締結

される内容としては不自然である上，控訴人らの前記主張を裏付けるに足りる客観

的証拠はなく，控訴人Ｘ₂の供述内容（甲３１）とも一致しないから，採用すること

ができない。）。 

そもそも，控訴人らは，本件先行ソフトウェア部品プログラムを作動させるため

には，中核部（ミドルソフト）を必要とし，特に本件営業秘密部プログラムとソフ

トロック及びハードロックがないとシステムとして全く作動しない仕組みになって

いた旨主張しており（原審原告準備書面(4)２１頁），そうであるとすれば，控訴人

ビーエスエス社においてＢＳＳ－ＰＡＣＫに係る事業を継続するのではなく，サン

ライズ社がプログラムの譲渡を受け，同社から委託を受けた会社がこれを行うこと

が予定されているのに，控訴人ビーエスエス社とサンライズ社との間において，シ
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ステムに不可欠なプログラムを除外して譲渡対象とされたというのは，不自然であ

る。 

 したがって，控訴人Ｘ₁及び同Ｘ₂の前記供述部分は，採用することができず，控

訴人らの前記主張は，認められない。 

イ 控訴人らは，本件譲渡契約書には譲渡対象となる「当該各著作物を引き

渡す」と規定されている（第１条第１項）が，控訴人ビーエスエス社は，サンライ

ズ社にエスクロウの協力要請を受けて本件営業秘密部プログラムのソースコードを

送付したにとどまり，サンライズ社に対して本件営業秘密部プログラムを引き渡し

ていないことなどからすると，本件営業秘密部プログラムは本件譲渡契約の対象と

なっていない旨主張し，控訴人Ｘ₁及び同Ｘ₂の各供述（甲１０，３１，４８，５４）

中には，これに沿う部分がある。 

しかしながら，本件譲渡契約にいう「当該各著作物を引き渡す」との文言から，

引渡しのされなかったものが本件譲渡契約の譲渡対象に含まれていないと解するこ

とはできない。 

なお，控訴人らは，控訴人ビーエスエス社が，サンライズ社に対し，平成１８年

９月７日，本件営業費秘密部プログラムを除く中核部（ミドルソフト）のソースコ

ードを送り（甲３２の１），同年１０月１７日，本件営業秘密部プログラムのソー

スコードをＣＤに書き込み，エスクロウ用として送付した（甲３２の２）と主張す

る（原審原告準備書面(2)１４頁～１５頁）が，甲３２の１・２はいずれも佐川急便

株式会社の送り状のお客様控えであり，甲３２の１は，東京都千代田区＜以下略＞

の控訴人ビーエスエス社から東京都千代田区＜以下略＞のサンライズ社宛てに，「ソ

フトウェアエスクロウ契約関係（資料）」を，甲３２の２は，東京都千代田区＜以

下略＞の控訴人ビーエスエス社から東京都港区のサンライズ社宛てに，「ソフトウ

ェアエスクロウ関係資料」を送った旨記載されているだけで，内容物が控訴人ら主

張のものであったことを裏付けるに足りない。仮に，控訴人ビーエスエス社が，平

成１８年１０月１７日，本件営業秘密部プログラムをエスクロウ目的でサンライズ
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社に送付したという事実があったとしても，サンライズ社が自社が保有する本件営

業秘密部プログラムにつきエスクロウ制度を利用するに当たり，控訴人ビーエスエ

ス社に資料送付を依頼したものとみても，不自然ではなく，控訴人ビーエスエス社

が本件営業秘密部プログラムに係る権利を保有したまま，エスクロウのためにその

ソースコードを送付したことを裏付けるに足りるものではない。 

したがって，控訴人Ｘ₁及び同Ｘ₂の前記供述部分は，採用することができず，控

訴人らの前記主張は，認められない。 

ウ 控訴人らは，本件譲渡契約の譲渡対象に本件先行ソフトウェア部品プロ

グラムが含まれているとしても，本件先行ソフトウェア部品プログラムに係る著作

権法２７条及び２８条に規定する権利は，控訴人ビーエスエス社に留保されている

（同法６１条２項）旨主張し，控訴人Ｘ₁の供述（甲４８）中には，これに沿う部分

がある。 

しかしながら，前記認定の本件合意及び本件譲渡契約の内容からすると，控訴人

ビーエスエス社とサンライズ社は，控訴人ビーエスエス社の全従業員を，指定会社

に移籍させ，控訴人ビーエスエス社がサンライズ社にＢＳＳ－ＰＡＣＫに係るプロ

グラムについての権利を譲渡し，指定会社が，サンライズ社から委託を受けて，控

訴人ビーエスエス社が行っていたＢＳＳ－ＰＡＣＫに係る事業を継続することとし

て，控訴人ビーエスエス社の側では，控訴人ビーエスエス社の従業員の雇用とＢＳ

Ｓ－ＰＡＣＫに係る事業の継続等を指定会社において確保し，サンライズ社の側で

は，ＢＳＳ－ＰＡＣＫに係る事業から得られる収入を得ること等を意図して，本件

合意及び本件譲渡契約をしたと認めるのが相当であり，このことに鑑みると，ＢＳ

Ｓ－ＰＡＣＫに係る著作物の翻案権等（著作権法２７条）及び二次的著作物利用に

関する原著作者の権利を控訴人ビーエスエス社に留保するということは，本件合意

及び本件譲渡契約の趣旨に反するものであって，不自然である。 

また，前記認定事実（(1)ア(ｹ)，(ｺ)，ウ）によると，本件譲渡契約により譲渡さ

れた本件登録プログラムについては，本件譲渡契約において，著作権法２７条及び
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２８条の権利の移転につき明文がないにもかかわらず，著作権法２７条及び２８条

に規定する権利を含む著作権の譲渡がされた旨の登録がされている。 

さらに，前記認定事実（(1)イ，ウ）のとおり，本件合意及び本件譲渡契約におい

ては，本件登録プログラムである「上記(1)の著作物」の「バージョンアップ等改良

後のプログラム著作物，その他関連する一切のプログラム著作物」である「(2)非登

録プログラム著作物」及び「上記(1)及び(2)のプログラムの関連著作物 ユーザー

ズガイド一式及び環境開発マニュアル一式に係る著作物」が譲渡対象とされている。

 以上からすると，本件譲渡契約では，著作権法２７条及び２８条に規定する権利

を含めて著作権を譲渡する旨の合意があったと認められるのであって，同法６１条

２項の推定は覆ったというべきである。 

 したがって，控訴人Ｘ₁の前記供述部分は，採用することができず，控訴人らの前

記主張は，認められない。 

 (4)ア 控訴人らは，旧ＢＳＳ－ＰＡＣＫの全プログラムとその著作権及びソ

ースコードは，本件譲渡契約時，控訴人Ｘ₁が保有していたのであり，また，その他

にＢＳＳ－ＰＡＣＫに関する知的財産権で控訴人Ｘ₁が保有していたものがあった

から，本件譲渡契約は，他人が保有する権利をその対象とすることとなり，民法９

０条により無効である旨主張し，控訴人Ｘ₁の供述（甲４８，５４）中には，これに

沿う部分がある。 

しかしながら，前記認定事実（(1)ウ）によると，本件譲渡契約においては，控訴

人ビーエスエス社は，サンライズ社に対し，譲渡対象が控訴人ビーエスエスの所有

する知的財産権であることを明示した上，担保権者等として権利を主張する第三者

が存在しないこと，譲渡対象が第三者の著作権その他の権利を侵害していないこと

を保証し，その保証に虚偽があることが判明した場合は，解除理由になるとされて

いることが認められるところ，控訴人らが前記主張を原審ではせず，甲５１を提出

していなかったことを考え合わせると，本件譲渡契約の対象は，全て控訴人ビーエ

スエス社が所有していたものと認められるのであり，控訴人Ｘ₁が保有していたも
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のが含まれていたと認めることはできない。 

 したがって，控訴人Ｘ₁の前記供述部分は，採用することができず，控訴人らの前

記主張は，認められない。 

なお，そもそも，民法は他人物売買を認めている（民法５５５条，５６１条等）

のであって，本件譲渡契約の対象の一部が他人物であったとしても，それだけで，

本件譲渡契約が公序良俗違反となるということはできない。 

イ 控訴人らは，本件譲渡契約の対価である１１億５０００万円は，譲渡対

象の価値に比して廉価であり，本件譲渡契約は，暴利行為であるから，民法９０条

により無効である旨主張し，控訴人Ｘ₁の供述（甲４８，５４）中には，これに沿う

部分がある。 

しかしながら，ソフトウェアの市場価格が常に開発原価以上であることを裏付け

るに足りる証拠はない。また，前記前提事実のとおり，旧ＢＳＳ－ＰＡＣＫは平成

９年以前から，ＢＳＳ－ＰＡＣＫは平成９年からその販売が開始されていたにもか

かわらず，前記(2)認定のとおり，控訴人ビーエスエス社は，平成９年から平成１８

年に至るまで資金逼迫状態が続き，金融機関からの融資だけではなく，他社からの

資金援助を必要とするに至っていたのであって，ＢＳＳ－ＰＡＣＫに係るソフトウ

ェアが，控訴人ビーエスエスの経営を好転させるに足りる利益を控訴人ビーエスエ

ス社にもたらしていなかったといえ，ＢＳＳ－ＰＡＣＫに控訴人らが主張するよう

な現在価値があったとは認められない。以上の認定は，著作者人格権の不行使の合

意や，譲渡対象が，登録，非登録にかかわらず，一切のプログラムであり，著作権

法２７条及び２８条の権利が含まれることを前提としても，左右されるものではな

い。 

なお，控訴人らが主張するとおり，本件譲渡契約の対価が相殺契約により支払わ

れなかったとしても，控訴人ビーエスエス社は，相殺の対象である債務を免れたは

ずであり，これをもって，本件譲渡契約の対価が高額に過ぎることを裏付けるに足

りる事実とはいえない。 
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したがって，控訴人Ｘ₁の前記供述部分は，採用することができず，控訴人らの前

記主張は，認められない。 

   ウ 控訴人らは，サンライズ社は，控訴人ビーエスエス社及び控訴人ソフト

ウエア部品開発社への支援が長期間継続するかに見せ掛けて，控訴人Ｘ₁を欺罔し，

協業体制と支援が継続するとの錯誤に陥れて，本件登録プログラムの著作権とその

ソースコード及び本件営業秘密部プログラムのソースコードを詐取したのであって，

サンライズ社がＢＳＳ－ＰＡＣＫに関する一切の権利を保有する状態に置き続ける

ことを容認することは，正義の観念に反するから，本件譲渡契約は，民法９０条に

より無効である旨主張し，控訴人Ｘ₁及び同Ｘ₂の各供述（甲１０，３１，４８，５

４）中には，これに沿う部分がある。 

しかしながら，前記認定事実（(1)イ）によると，本件合意書には，サンライズ社

の指定会社への支援の具体的内容は記載されておらず，支援の期間も記載されてお

らず，控訴人ビーエスエス社がサンライズ社からの長期間の支援を期待していたと

しても，サンライズ社が支援の具体的内容及び期間につき，実際に控訴人ビーエス

エス社及び控訴人ソフトウエア部品開発社に対して行った以上のことを行う旨を，

本件譲渡契約締結に先立ち，控訴人ビーエスエス社に伝えていたことを認めるに足

りる客観的証拠はなく，サンライズ社の控訴人ビーエスエス社に対する欺罔行為の

存在を認めるに足りる客観的証拠はない。 

したがって，控訴人Ｘ₁及び同Ｘ₂の前記各供述部分のみでは，控訴人らが主張す

る上記事実を認めることはできず，控訴人らの前記主張は，認められない。 

エ 控訴人は，本件譲渡契約は，違法な目的を達成するための違法な契約締

結を積み重ねる過程でのその一段階であるから，民法９０条により無効である旨主

張し，控訴人Ｘ₁及び同Ｘ₂の各供述（甲１０，３１，４８，５４）中には，これに

沿う部分がある。 

しかしながら，控訴人Ｘ₁及び同Ｘ₂の前記各供述部分のみによっては，控訴人ら

の主張する違法行為の存在を認めることができず，他にこれらの違法行為の存在を
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認めるに足りる証拠はない（本訴の対象となっている不正競争行為が認められない

ことは，既に認定したとおり，控訴人らが本件営業秘密部プログラムについての営

業秘密を有しないことから明らかである。）。そして，控訴人らの主張する「計画」

については，その存在を裏付けるに足りる客観的証拠はなく，控訴人Ｘ₁及び同Ｘ₂

の前記各供述部分のみでは，上記「計画」の存在を認めることはできない。 

したがって，控訴人らの前記主張は，認められない。 

  オ 以上のとおりであって，本件譲渡契約が公序良俗違反（民法９０条）に

より無効であるとは認められない。 

２ 以上のとおり，控訴人らが本件営業秘密部プログラムや本件先行ソフトウェ

ア部品プログラムについての著作権を有しているとは認められない。 

なお，控訴人らは，創作ソースコード等の引渡しを受けて保有していなければ，

その権利保有を対抗することはできないと主張するが，そのように解すべき法的根

拠はなく，採用することはできない。 

また，その他，控訴人らが主張するところによっても，前記(1)～(4)の認定，判

断が左右されることはない。 

第４ 結論 

以上の次第で，控訴人らの本件各請求は，その余の点を判断するまでもなく，い

ずれも理由がなく，原判決は相当であるから，本件控訴を棄却することとして，主

文のとおり判決する。 
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